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１ 組換えセンダイウイルスや組換えインフルエンザウイルス等を作成する場

合、その第二種使用等の実験分類としては微生物実験が適用されることから、

執るべき拡散防止措置はＰ１、Ｐ２、Ｐ３等となる。 

 

２ しかしながら、当該ウイルスを作成後、増殖する場合においては、その手

法として培養細胞による増殖ではなく発育鶏卵内における増殖を用いるこ

とから、その第二種使用等の実験分類としては動物使用実験が適用される。

したがって、執るべき拡散防止措置はＰ１Ａ、Ｐ２Ａ、Ｐ３Ａ等となる。 

 

３ Ｐ１Ａ、Ｐ２Ａ、Ｐ３Ａ等の拡散防止措置は、通常の微生物実験に当たっ

て必要となる設備の使用に加えて、通常の動物実験に必要な飼育室としての

設備、逃亡の経路への逃亡防止措置の設置、ふん尿等を回収するための設備

等の措置が満たすべき用件として課されているところである。 

 

４ したがって、発育鶏卵の培養を長期に行う等により、鶏卵が孵化すること

でひよことなった場合には当然これらの要件が適用されることとなるが、発

育鶏卵の状態のままで実験を行う限りにおいては、 

① 飼育行為が発生しないことから、飼育室を必要としないこと、 
② 逃亡行為が発生しないことから、防止措置を必要としないこと、 
③ ふん尿等の発生がないことから、回収装置を必要としないこと、 
から、実質的に微生物使用実験と同種の拡散防止措置により、本実験に必

要となる拡散防止措置が担保されることとなる。 

 

５ 以上のことから、発育鶏卵を使用してウイルスを増殖させる実験の拡散防

止措置については、申請書において 

① 鶏卵を孵化させないこと、 
② 逃亡の可能性がないこと、 
③ ふん尿等の排泄物が生じる可能性がないこと、 
が明確に示されている場合に限り、通常の微生物実験に当たって必要とな

る拡散防止措置（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３等）をもって確認することとする。 

 

６ なお、５の①～③の要件が満たされない場合、当該実験において執るべき

拡散防止措置は、Ｐ１Ａ、Ｐ２Ａ、Ｐ３Ａ等であることに留意する。 


